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は じ め に 

 

 

 滋賀県経済を支える中小企業・小規模事業者が将来にわたり持続的な発展を続けてい

くためには、優れた人材の確保と今ある人材の力を最大限に引き出すことが必要であり、

そのためには職場における適正な労働環境の整備が求められます。 

本会をはじめとした各都道府県中央会では、中小企業・小規模事業者が適正な労働環

境を築くための指標にしていただくことを目的に、景況感・労働時間・有給休暇・採用・

賃金の改定状況に加え、本年はコストアップ等に対する販売価格への転嫁の状況、パー

トタイマーの雇用に関する事項について、調査項目を全国統一とした労働事情実態調査

を毎年実施しております。 

滋賀県におきましては、県内の各業種・業界の組合員８００事業者を対象に調査を実

施いたしました。 

本報告書は、調査の結果を業種別・規模別、全国平均で取りまとめています。 

この報告書が、今後の中小企業における労働環境を取り巻く諸課題の整備・改善の参

考に少しでも寄与できれば幸いです。 

最後に、本調査の実施にあたりご協力いただきました組合並びに組合員事業者の皆様

に厚く御礼申し上げますとともに、今後ますますのご発展を祈念申し上げます。 

 

 

令和５年１２月 

滋賀県中小企業団体中央会 
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調 査 概 要 

 

１．目  的 本調査は、滋賀県内の中小企業・小規模事業者における労働事情を的確

に把握し、労働環境の整備・改善の指標となることを目的とする。 

 

２．調査機関 滋賀県中小企業団体中央会 

 

３．調査時点 令和５年７月１日 

 

４．調査方法 滋賀県中小企業団体中央会の会員組合の組合員である中小企業から、下

記割合に準拠して任意抽出した８００事業所へ組合経由で調査票を配

布し回収を行った。これを全国中小企業団体中央会において一括集計し、

滋賀県中小企業団体中央会で取りまとめた。 

製 造 業 ： ３７５事業所（４６.９％) 

従業員数 １～９人 10～29人 30～99人 100～300人 

内割合 ３０％ ３１％ ２８％ １１％ 

 

非製造業 ： ４２５事業所（５３.１％） 

従業員数 １～９人 10～29人 30～99人 100～300人 

内割合 ４８％ ３２％ １６％ ４％ 

 

５．調査内容 調査票は、全国中小企業団体中央会が作成した全国統一様式を用いた。 

様式については巻末の付属資料参照。調査内容の大要は以下の通り。 

（１）経営に関する事項 

（２）労働時間に関する事項 

（３）雇用に関する事項 

（４）その他労働に関する重要事項 

（５）賃金に関する事項 

 

６．回収結果 回 収 状 況 ：３１７事業所 

回 収 率 ：３９.６％ 

有効回答数 ：３０３事業所 

 

 

※ 本調査は毎年継続して行っておりますが、事業所の所属組合へ調査依頼を行っているため、
回答事業所は毎年一致するとは限らず、厳密な時系列比較ではございません。また、調査項
目は、複数回答の項目もあり、小数点以下を四捨五入している関係上合計数が１００％にな
らない場合があります。 

 



 

 

回答事業所数 

調査票を配布した 800 事業所のうち最終の調査票回収は 317 事業所であり、集計対象の有効回答

数は 303事業所であった。  

回答事業所のうち、従業員規模別の内訳は「1～9 人」が 118 事業所(38.9％)、「10～29 人」は 95

事業所(31.4％)、「30～99 人」は 78 事業所(25.7％)、「100～300 人」は 12 事業所(4.0％)であった。

303事業所の従業員数の総計は 8,666人であった。  

 
 

 

1～9人 10～29人 30～99人 100～300人

全国 18,139 6,089 6,329 4,447 1,274 75.2 30.0 609,087

滋賀県 303 118 95 78 12 72.4 32.1 8,666

製造業　計 115 29 39 40 7 72.5 37.1 4,229

　食料品 18 5 7 5 1 38.5 59.4 605

　繊維工業 21 9 10 2 77.8 53.5 347

　木材・木製品 5 3 1 1 72.4 48.3 58

　印刷・同関連 6 3 2 1 73.8 38.1 130

　窯業・土石 19 3 11 4 1 70.7 30.6 492

　化学工業 11 3 6 2 85.1 49.3 730

　金属・同製品 25 1 8 14 2 83.7 19.1 1,256

　機械器具 5 1 3 1 77.5 25.2 347

　その他の製造業 5 1 4 51.5 41.6 264

非製造業　計 188 89 56 38 5 72.3 27.3 4,437

　情報通信業 1 1 46.8 42.4 77

　運輸業 15 6 8 1 79.9 13.7 656

　建設業　計 85 43 28 13 1 90.5 19.5 1,547

　　　総合工事業 33 10 10 12 1 91.7 18.1 1,078

　　　職別工事業 31 23 7 1 89.1 23.9 221

　　　設備工事業 21 10 11 86.7 21.7 248

　卸・小売業　計 41 27 9 4 1 58.9 44.8 635

　　　卸売業 11 7 2 2 74.7 37.7 225

　　　小売業 30 20 7 2 1 50.2 48.9 410

　サービス業　計 46 19 13 12 2 57.4 34.0 1,522

　　　対事業所サービス業 39 15 12 10 2 60.2 33.0 1,305

　　　対個人サービス業 7 4 1 2 40.6 44.7 217

従業員数
正社員比率

（％）

女性常用労
働者比率

（％）

従業員規模
区分 事業所数計



 

 

調査結果の概要 

コストアップ等に対する転嫁の状況について 

１．原材料費、人件費等の増加による販売価格への転嫁状況 

 滋賀県における原材料費や人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況は、「価格の引上げ

（転嫁）を実現した」47.4％が最も高く、次いで「価格引上げの交渉中」19.5％、「対応未定」11.3%

の順であった。 

 業種別にみると、「価格の引上げ（転嫁）を実現した」と回答した事業所の割合が多いのは「製造

業」で「食料品」及び「金属・同製品」75.0％、「窯業・土石」72.2％、「非製造業」で「卸売業」81.8％、

「対個人サービス業」57.1％、「小売業」50.0％であった。 

 

 

 

  



 

 

２．販売価格への転嫁の内容 

 原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の内容は、「原材料分の転嫁を行った（行う予定）」

が最も高く 76.4％、次いで「人件費引き上げ分の転嫁を行った（行う予定）」38.4％、「利益確保分の

転嫁を行った（行う予定）」24.1％の順であった。 

 

 

３．価格転嫁の割合 

 価格転嫁の割合は、「10％未満」が最も高く 44.3％、次いで「10～30％未満」41.5％、「30～50％

未満」5.7％の順であった。 

 



 

 

経営について 

１．経営状況 

一年前と比較した経営状況について、滋賀県では「良い」（22.8％）、「悪い」（22.4％）、「変わらな

い」（54.8％）となった。 

全国平均では「良い」（20.1％）、「悪い」（29.4％）、「変わらない」（50.5％）となった。 

「良い」と回答した事業所の業種別では「化学工業」が 54.5％と最も高くなった。一方、「悪い」

は「木材・木製品」が 60.0％、次いで「機械器具」が 40.0％と高くなった。 

「良い」と回答した割合から「悪い」と回答した割合を差し引いた値は、＋0.4ポイントと前年度

調査（▲22.3ポイント）と比べ＋22.7ポイント改善した。 

 

 



 

 

２．主要事業の今後の方針 

主要事業の方針について、滋賀県では「強化拡大」（35.8％）、「現状維持」（60.5％）、「縮小」（3.0％）、

「廃止・その他」（0.6％）となった。 

全国平均では「強化拡大」（32.3％）、「現状維持」（62.7％）、「縮小」（4.0％）、「廃止・その他」（1.0％）

となった。 

「強化拡大」と回答した事業所の業種別では「食料品」が 76.5％と最も高くなった。一方、「縮小」

と回答した事業所は「繊維工業」が 19.0％と最も高くなり、「廃止・その他」は「機械器具」が 20.0％

と最も高くなった。 

 

 



 

 

３．経営上の障害 

経営上の障害について、滋賀県では「光熱費・原材料・仕入品の高騰」（56.1％）と最も高く、次

いで、「人材不足（質の不足）」が 45.2％、「労働力不足（量の不足）」（36.0％）の順となった。 

全国平均は「光熱費・原材料・仕入品の高騰」（57.7％）と最も高く、次いで、「人材不足（質の不

足）」が 48.4％、「労働力不足（量の不足）」（39.2％）の順となった。 
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39.2 48.4 1.2 22.5 27.9 7.3 16.0 57.7 2.7 11.1 5.5 2.9

36.0 45.2 1.0 21.1 22.8 7.9 22.4 56.1 3.6 12.9 4.6 2.6

（n=118）1～9人 30.5 34.7 17.8 25.4 8.5 28.0 46.6 3.4 13.6 7.6 2.5

（n=95）10～29人 42.1 51.6 2.1 16.8 21.1 5.3 20.0 60.0 1.1 11.6 3.2 3.2

（n=78）30～99人 32.1 53.8 1.3 30.8 21.8 11.5 16.7 62.8 7.7 12.8 2.6 2.6

（n=12）100～300人 66.7 41.7 25.0 16.7 25.0 75.0 16.7

30.4 40.9 0.9 21.7 25.2 11.3 17.4 73.9 2.6 12.2 6.1 3.5

16.7 50.0 44.4 5.6 16.7 5.6 77.8 5.6 5.6

42.9 28.6 23.8 33.3 4.8 9.5 71.4 14.3 19.0

20.0 20.0 80.0 20.0 20.0 40.0 20.0 20.0

16.7 16.7 50.0 83.3 66.7 16.7

42.1 42.1 10.5 21.1 10.5 84.2 5.3

18.2 63.6 36.4 18.2 72.7 36.4

36.0 36.0 24.0 28.0 12.0 20.0 76.0 4.0 20.0 12.0

20.0 40.0 20.0 20.0 60.0 20.0 60.0 20.0

40.0 80.0 40.0 20.0 20.0 80.0 20.0

39.4 47.9 1.1 20.7 21.3 5.9 25.5 45.2 4.3 13.3 3.7 2.1

100.0 100.0 100.0

33.3 46.7 26.7 26.7 13.3 60.0 13.3

52.9 57.6 12.9 15.3 1.2 32.9 45.9 4.7 15.3 1.2 3.5

60.6 57.6 12.1 9.1 3.0 33.3 33.3 3.0 9.1 3.0 3.0

41.9 48.4 16.1 19.4 32.3 54.8 9.7 19.4 6.5

57.1 71.4 9.5 19.0 33.3 52.4 19.0

19.5 34.1 4.9 24.4 34.1 17.1 31.7 41.5 4.9 12.2 7.3 2.4

9.1 27.3 9.1 27.3 36.4 27.3 45.5 36.4 9.1 18.2

23.3 36.7 3.3 23.3 33.3 13.3 26.7 43.3 3.3 10.0 10.0 3.3

34.8 41.3 30.4 17.4 4.3 10.9 43.5 4.3 10.9 6.5

35.9 38.5 28.2 17.9 5.1 10.3 38.5 5.1 12.8 5.1

28.6 57.1 42.9 14.3 14.3 71.4 14.3

　（n=15）運輸業

　（n=1）情報通信業

（n=188）非製造業　計

　（n=19）窯業・土石

　（n=11）化学工業

　（n=25）金属、同製品

　（n=5）機械器具

　（n=5）その他

（n=303）滋賀県

　（n=18）食料品

　（n=21）繊維工業

　（n=5）木材・木製品

　（n=6）印刷・同関連

※３項目以内複数回答可

（n=115）製造業　計

　　　　（n=11）卸売業

　　　　（n=30）小売業

　（n=46）サービス業　計

（n=39）対事業所サービス業

　　　　（n=7）対個人サービス業

　（n=85）建設業　計

　　　　（n=33）総合工事業

　　　　（n=31）職別工事業

　　　　（n=21）設備工事業

　（n=41）卸・小売業　計

規
模
別

（n=18,131)全国



 

 

４．自社の経営上の強み 

自社が経営上の強みとする点について、滋賀県では「技術力・製品開発力」が 31.5％と最も高く、

次いで、「組織の機動力・柔軟性」（23.6％）、「製品・サービスの独自性」及び「製品の品質・精度の

高さ」（23.3％）の順となった。 

全国平均では「技術力・製品開発力」（26.8％）が最も高く、次いで「製品の品質・精度の高さ」

（25.8％）、「顧客への納品・サービスの速さ」（25.7％）の順となった。 
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25.3 26.8 16.4 11.0 8.1 25.8 25.7 10.8 15.4 14.4 18.4 23.6

23.3 31.5 14.7 13.4 9.2 23.3 21.9 9.6 14.7 16.4 21.2 23.6

（n=112）1～9人 20.5 41.1 10.7 8.9 9.8 15.2 26.8 6.3 7.1 18.8 24.1 20.5

（n=91）10～29人 18.7 27.5 16.5 14.3 8.8 33.0 15.4 7.7 14.3 22.0 20.9 30.8

（n=77）30～99人 31.2 20.8 18.2 18.2 10.4 26.0 22.1 15.6 26.0 7.8 16.9 19.5

（n=12）100～300人 33.3 41.7 16.7 16.7 8.3 25.0 16.7 16.7 8.3 25.0 25.0

32.1 28.6 25.0 10.7 11.6 39.3 21.4 13.4 12.5 5.4 14.3 18.8

56.3 31.3 18.8 18.8 18.8 6.3 25.0 6.3 18.8 6.3

25.0 45.0 40.0 5.0 15.0 50.0 5.0 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0

40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0 20.0

16.7 50.0 66.7 50.0 16.7 16.7 33.3

31.6 21.1 31.6 5.3 42.1 36.8 5.3 21.1 5.3 21.1 10.5

27.3 18.2 18.2 9.1 63.6 27.3 27.3 27.3 9.1 9.1 9.1

20.0 36.0 40.0 20.0 8.0 44.0 24.0 8.0 12.0 4.0 8.0 32.0

40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0

80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

17.8 33.3 8.3 15.0 7.8 13.3 22.2 7.2 16.1 23.3 25.6 26.7

100.0 100.0 100.0

13.3 6.7 6.7 13.3 20.0 33.3 20.0 33.3 20.0 40.0

9.8 51.2 12.2 18.3 6.1 14.6 13.4 3.7 19.5 25.6 14.6 26.8

3.2 41.9 25.8 25.8 6.5 16.1 3.2 3.2 29.0 25.8 9.7 25.8

16.1 58.1 6.5 12.9 9.7 16.1 22.6 6.5 3.2 16.1 22.6 25.8

10.0 55.0 15.0 10.0 15.0 30.0 40.0 10.0 30.0

27.5 15.0 7.5 15.0 12.5 12.5 45.0 15.0 7.5 27.5 37.5 20.0

9.1 18.2 9.1 27.3 9.1 45.5 9.1 18.2 27.3 27.3 36.4

34.5 13.8 10.3 17.2 6.9 13.8 44.8 17.2 3.4 27.6 41.4 13.8

23.8 26.2 4.8 11.9 4.8 7.1 14.3 7.1 16.7 11.9 38.1 28.6

18.9 27.0 5.4 8.1 2.7 5.4 16.2 5.4 18.9 13.5 37.8 32.4

60.0 20.0 40.0 20.0 20.0 20.0 40.0

※３項目以内複数回答可

（n=17,626）全国

（n=292）滋賀県

規
模
別

（n=112）製造業　計

　（n=16）食料品

　（n=20）繊維工業

　（n=5）木材・木製品

　（n=6）印刷・同関連

　（n=19）窯業・土石

　（n=11）化学工業

　（n=25）金属、同製品

　（n=5）機械器具

　（n=5）その他

（n=180）非製造業　計

　（n=1）情報通信業

　　　（n=5）対個人サービス業

　（n=40）卸・小売業　計

　　　　（n=11）卸売業

　　　　（n=29）小売業

　（n=42）サービス業　計

（n=37）対事業所サービス業

　（n=15）運輸業

　（n=82）建設業　計

　　　　（n=31）総合工事業

　　　　（n=31）職別工事業

　　　　（n=20）設備工事業



 

 

従業員の労働時間・有給休暇について 

１．所定労働時間 

週所定労働時間について、滋賀県では「38時間以下」（12.3％）、「38時間超～40時間未満」（25.7％）、

「40時間」（41.1％）、「40時間超～44時間以下」（19.9％）となった。 

全国平均では「38時間以下」（16.3％）、「38時間超～40時間未満」（25.0％）、「40時間」（47.3％）、

「40時間超～44時間以下」（10.4％）となった。 

 

 

38 時 間
以 下

38 時 間 超
～ 40 時 間
未 満

40 時 間
40 時 間 超
～ 44 時 間
以 下

16.3 25.0 47.3 10.4

（n=292）滋賀県 12.3 25.7 41.1 19.9

（n=113） 1～ 9人 16.8 26.5 26.5 28.3

（n=92）10～29人 7.6 26.1 46.7 18.5

（n=75）30～99人 10.7 22.7 54.7 12.0

（n=12）100～300人 16.7 33.3 50.0

（n=110）製造業　計 10.9 33.6 42.7 12.7

　（n=14）食料品 7.1 35.7 50.0 7.1

　（n=21）繊維工業 23.8 42.9 14.3 19.0

　（n=5）木材・木製品 20.0 60.0 20.0

　（n=6）印刷・同関連 50.0 33.3 16.7

　（n=19）窯業・土石 5.3 31.6 36.8 26.3

　（n=11）化学工業 18.2 36.4 45.5

　（n=24）金属・同製品 8.3 25.0 62.5 4.2

　（n=5）機械器具 20.0 20.0 60.0

　（n=5）その他 40.0 40.0 20.0

（n=182）非製造業　計 13.2 20.9 40.1 24.2

　（n=1）情報通信業 100.0

　（n=15）運輸業 6.7 33.3 46.7 6.7

　（n=82）建設業　計 7.3 15.9 46.3 29.3

6.1 15.2 60.6 18.2

9.7 19.4 29.0 41.9

5.6 11.1 50.0 27.8

　（n=38）卸・小売業　計 21.1 23.7 28.9 23.7

10.0 10.0 70.0 10.0

25.0 28.6 14.3 28.6

　（n=46）サービス業　計 17.4 23.9 37.0 21.7

20.5 23.1 38.5 17.9

28.6 28.6 42.9

（n=39）対事業所サービス業

　　　（n=7）対個人サービス業

　　　　（n=33）総合工事業

　　　　（n=31）職別工事業

　　　　（n=18）設備工事業

　　　　（n=10）卸売業

　　　　（n=28）小売業

１週間の所定労働時間別事業所割合（％）

規
模
別

区分

（n=17,533）全国



 

 

２．月平均残業時間 

月平均残業時間について、滋賀県では「0時間」（28.9％）が最も高く、次いで「10時間未満」（27.8％）、

「10～20時間未満」（17.9％）、「20～30時間未満」（14.4％）の順となった。（平均 11.75時間） 

全国平均は「10時間未満」（30.4％）が最も高く、次いで「0時間」（24.5％）、「10～20時間未満」

（23.3％）の順となった。（平均 10.79時間） 

業種別では「運輸業」（平均 32.0時間）が最も長く、次いで「情報通信業」（平均 20.0時間）、「総

合工事業」（平均 17.7時間）の順となった。一方、「卸売業」（平均 3.2時間）が最も短く、次いで「木

材・木製品」（平均 4.2時間）、「対個人サービス業」（平均 4.7時間）の順となった。 

 

 



 

 

３．年次有給休暇付与日数 

従業員 1人当たりの年次有給休暇の平均付与日数について、滋賀県では「15～20日未満」が 42.9％

と最も高く、次いで、「20 日～25 日未満」が（23.3％）、「10～15 日未満」（20.3％）の順となった。

（平均 16.59日） 

全国平均では「15～20日未満」が 49.8％と最も高く、次いで「10～15日未満」（18.9％）、「20～25

日未満」（18.6％）の順となった。（平均 16.19日） 

 業種別では「窯業・土石」が平均 18.53日と最も多く、次いで、「繊維工業」（平均 18.11日）、「機

械器具」（平均 18.00日）の順となった。一方、「職別工事業」が平均 12.76日と最も少なく、次いで、

「対個人サービス業」（平均 14.17日）の順となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．年次有給休暇取得日数 

従業員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数は、滋賀県では「5 日～10 日未満」が 39.8％と

最も高く、次いで「10日～15日未満」（39.1％）、「15日～20日未満」（9.8％）の順となった。（平均

9.68日） 

全国平均では「5 日～10 日未満」が 42.8％と最も高く、次いで「10～15 日未満」（39.5％）、「15

日～20日未満」（9.7％）の順となった。（平均 9.50日） 

 業種別では「化学工業」が平均 13.00 日と最も多く、次いで、「木材・木製品」（平均 12.80日）、

「金属・同製品」（平均 11.54日）の順となった。一方、「対個人サービス業」が平均 5.50日と最も

少なく、次いで、「印刷・同関連」（平均 6.25日）、「職別工事業」（平均 7.56日）の順となった。 

 

 



 

 

５．年次有給休暇取得率 

 従業員一人当たりの年次有給休暇の平均取得率について、滋賀県では「70～100％」が 38.7％と

最も高く、次いで「50～70％未満」（33.5％）、「30～50％未満」（16.5％）の順となった。（平均

61.83％） 

全国平均では「70～100％」が 36.7％と最も高く、次いで「50～70％未満」（34.5％）、「30～50％

未満」（19.8％）の順となった。（平均 61.91％） 

業種別では「化学工業」が平均 80.05％と最も高く、次いで、「木材・木製品」（平均 77.78％）の

順となった。一方、「対個人サービス業」が平均 37.22％と最も低く、次いで「印刷・同関連」（平

均 37.76％）、「情報通信業」（平均 39.13％）の順となった。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

従業員の採用について 

１．新規学卒者の初任給額（単純平均）と充足率 

新規学卒者を採用した事業所において令和 5年 6月に支給された所定内給与(通勤手当を除く) の

調査を行い、結果を単純平均で算出した。  

高校卒の初任給は技術系職が 179,491円（昨年 176,700円）、事務系職が 171,100円（昨年 176,000

円）となった。 

専門学校卒の初任給は技術系職が 213,533 円（昨年 196,067 円）、事務系職が 177,133 円（昨年

170,000円）となった。 

大学卒の初任給は技術系職が 218,977円（昨年 209,375円）、事務系職が 205,652円（昨年 197,133

円）となった。 

 

 

 

技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系

176,751 171,043 189,510 184,877 189,836 184,348 206,881 204,152

179,491 171,100 213,533 177,133 203,333 190,000 218,977 205,652

  1～    9人 240,000 - 220,000 - - - - -

 10～  29人 181,286 182,333 - - - - 211,000 221,970

 30～  99人 178,186 166,667 210,300 177,133 203,333 190,000 220,040 202,029

100～300人 168,270 164,000 - - - - 217,650 208,667

製造業　計 168,414 172,000 - 175,700 - 190,000 237,400 195,167

162,350 177,500 - - - - 204,300 -

　繊維工業 170,000 - - - - - - -

　木材・木製品 - - - - - - - -

　印刷・同関連 - - - - - - - 182,000

　窯業・土石 175,000 173,667 - - - - - 200,000

　化学工業 162,925 169,000 - - - - 270,500 184,000

　金属・同製品 178,067 160,000 - 170,000 - - - 202,500

　機械器具 - 171,000 - 181,400 - 190,000 - 200,000

　その他の製造業 159,300 - - - - - - -

非製造業　計 187,614 167,500 213,533 180,000 203,333 - 215,627 218,234

- - - - - - - 203,500

- - - - - - - -

　建設業　計 189,555 167,500 210,300 - 205,000 - 218,363 224,223

193,246 167,500 210,300 - 205,000 - 218,363 225,350

200,000 - - - - - - -

175,000 - - - - - - 221,970

　卸・小売業　計 190,000 - 220,000 - 200,000 - 212,500 215,000

- - - - - - 215,000 215,000

190,000 - 220,000 - 200,000 - 210,000 -

　サービス業　計 160,000 - - 180,000 - - 200,000 -

- - - 180,000 - - 200,000 -

160,000 - - - - - - -

26 10 3 3 3 1 13 11

62 15 5 3 5 1 28 21

34 9 2 3 1 1 20 18

54.8 60.0 40.0 100.0 20.0 100.0 71.4 85.7

（円）

区分
高校卒 専門学校卒 短大・高専卒 大学卒

　　対事業所サービス業

全国　

滋賀県　

規
模
別

　食料品

情報通信業

　運輸業

　　　総合工事業

　　　職別工事業

　　　設備工事業

　　　卸売業

　　　小売業

　　対個人サービス業

採用事業所数

採用計画人数（人）

採用実績人数（人）

充足率（％）



 

 

２．令和５年度の新規学卒者の採用計画 

令和５年度の新規学卒者の採用計画について、滋賀県では「採用計画をし、実際に採用した」

（12.0％）、「採用計画をしたが、採用しなかった」（13.0％）、「採用計画を行わなかった」（75.0％）

であった。 

全国平均は「採用計画をし、実際に採用した」（15.4％）、「採用計画をしたが、採用しなかった」

（11.9％）、「採用計画を行わなかった」（72.7％）であった。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

３．中途採用者の採用と充足率 

令和４年度に中途採用の募集を行い、中途採用者の採用について、滋賀県では「採用募集をし、実

際に採用した」（43.9％）、「採用募集をしたが、採用しなかった」（13.1％）、「採用募集を行わなかっ

た」（42.9％）であった。採用の充足率は 80.7％、平均採用人数は 2.53人であった。 

全国平均は「採用募集をし、実際に採用した」（47.9％）、「採用募集をしたが、採用しなかった」

（13.0％）、「採用募集を行わなかった」（39.2％）であった。採用の充足率は 77.0％、平均採用人数

は 2.86人であった。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

４．中途採用者の年齢層 

中途採用者の年齢層について、滋賀県では「25～34歳」が 54.9％と最も高く、次いで「35～44歳」

（46.7％）、「45～55歳」（34.4％）の順となった。 

全国平均では「25～34 歳」が 48.7％と最も高く、次いで「35～44 歳」（45.0％）、「45～54 歳」

（40.6％）の順となった。 

 

 

 

  



 

 

パートタイマーの雇用について 

１．パートタイマーを採用した理由 

 パートタイマーを採用した理由については、「人手が集めやすいため」36.1％が最も高く、次いで

「正規従業員の確保が困難なため」及び「定年退職者を再雇用するため」（28.9％）、「人件費が割安

のため」（25.0％）の順となった。 

 

 

２．正規従業員との平均賃金の差 

 正規従業員と職務が同じパートタイマーがいると回答した 61 社（33.2％）について、正規従業員

と比較した１時間当たりの平均賃金の差については、「正規従業員と同じ」及び「正規従業員の６割

以上～８割未満」36.1％が最も高く、次いで「正規従業員の８割以上」（18.0％）、「正規従業員の６

割未満」（9.8％）の順となった。 

 



 

 

３．パートタイマーに対する待遇改善のために実施している方策 

 パートタイマーに対する待遇改善のために実施している方策については、「賞与の支給」48.6％が

最も高く、次いで「定期昇給の実施」（33.5％）、「手当の支給」（31.2％）の順となった。 

 

 

４．パートタイマーが就業調整した理由 

 パートタイマーが就業調整をした理由については、「年収が 103 万円を超えると所得税が発生する

ため」が 57.1％と最も多く、次いで「年収が 130万円を超えると社会保険料が発生するため」（38.1％）、

「年収が103万円または130万円を超えると配偶者の企業の家族手当の対象外となるため」（20.6％）

の順となった。 

 



 

 

賃金改定について 

１．賃金改定実施状況 

賃金改定について、滋賀県では有効回答のあった 296 事業所のうち「引上げた」（51.4％）となっ

た。一方で、「引下げた」（0.3％）であった。 

全国平均では「引上げた」（58.1％）、「引下げた」（0.3％）となった。 

 

 

引き上げた 引き下げた
今年は実施

しない
（凍結）

７月以降
引き上げる

予定

７月以降
引き下げる

予定
未　定

58.1 0.3 11.0 12.3 0.6 17.7

51.4 0.3 16.2 13.2 0.7 18.2

（n=115）1～9人 32.2 0.9 32.2 11.3 0.9 22.6

（n=92）10～29人 57.6 8.7 15.2 1.1 17.4

（n=77）30～99人 68.8 3.9 13.0 14.3

（n=12）100～300人 75.0 16.7 8.3

60.2 0.9 12.4 11.5 1.8 13.3

43.8 18.8 12.5 25.0

61.9 14.3 9.5 14.3

　（n=5）木材・木製品 20.0 40.0 40.0

　（n=6）印刷・同関連 50.0 50.0

63.2 10.5 15.8 10.5

63.6 9.1 27.3

　（n=25）金属・同製品 72.0 4.0 20.0 4.0

80.0 20.0

　（n=5）その他の製造業 60.0 20.0 20.0

（n=183）非製造業　計 45.9 18.6 14.2 21.3

100.0

40.0 6.7 20.0 33.3

45.2 20.2 15.5 19.0

48.5 12.1 15.2 24.2

33.3 33.3 13.3 20.0

57.1 14.3 19.0 9.5

50.0 13.2 10.5 26.3

63.6 9.1 27.3

44.4 18.5 11.1 25.9

44.4 24.4 13.3 17.8

44.7 26.3 10.5 18.4

42.9 14.3 28.6 14.3

　（n=1）情報通信業

　　　　（n=7）対個人サービス業

　　　　（n=21）設備工事業

　（n=38）卸・小売業　計

　　　　（n=11）卸売業

　　　　（n=27）小売業

　（n=45）サービス業　計

　（n=15）運輸業

　（n=84）建設業　計

　　　　（n=33）総合工事業

　　　　（n=30）職別工事業

（n=38）対事業所サービス業

（n=113）製造業　計

　（n=16）食料品

　（n=21）繊維工業

　（n=11）化学工業

　（n=5）機械器具

　（n=19）窯業・土石

（n=17,982）全国

（n=296）滋賀県

規
模
別

区分

(％)



 

 

２．平均改定額と平均改定率 

令和 5 年 1 月 1 日から 7 月 1 日までの間に賃金改定を実施した事業所において回答された常用労

働者の改定後平均賃金は 278,223 円となり（全国 261,988 円）、平均改定額は単純平均での算出で

8,656円（全国平均 9,095円）、改定率は 3.21％（全国平均 3.60％）となった。 

業種別で最も平均改定額が高かったのは、「運輸業」14,375円（改定率 5.39％）となり、次いで「窯

業・土石」13,788円（改定率 4.44％）、「対個人サービス業」12,679円（改定率 4.42％）の順となっ

た。 

一方、最も平均改定額が低かったのは、「木材・木製品」596円（改定率 0.21％）となり、次いで、

「食料品」3,523円（改定率 1.74％）、「印刷・同関連」3,702円（改定率 1.71％）の順となった。 

 

 

 

  

事業所数
改定前の平均賃金額

（円）
改定後の平均賃金額

（円）
平均改定額

（円）
改定率
（％）

9,995 252,894 261,988 9,095 3.60

144 269,567 278,223 8,656 3.21

1～9人 44 266,016 273,995 7,979 3.00

10～29人 47 272,639 281,780 9,141 3.35

30～99人 47 273,851 282,877 9,026 3.30

100～300人 6 237,979 244,897 6,918 2.91

58 252,601 259,764 7,163 2.84

5 202,766 206,288 3,523 1.74

9 207,801 213,729 5,928 2.85

　木材・木製品 3 279,687 280,282 596 0.21

　印刷・同関連 4 216,589 220,291 3,702 1.71

9 310,412 324,200 13,788 4.44

7 249,261 259,805 10,544 4.23

　金属・同製品 15 274,587 280,758 6,171 2.25

3 224,685 229,651 4,966 2.21

　その他の製造業 3 243,341 250,844 7,503 3.08

非製造業　計 86 281,009 290,672 9,663 3.44

1 383,458 392,792 9,334 2.43

4 266,837 281,212 14,375 5.39

39 317,993 326,900 8,907 2.80

16 340,980 350,739 9,759 2.86

12 325,618 334,596 8,978 2.76

11 276,240 283,828 7,588 2.75

17 228,648 239,588 10,940 4.78

7 234,601 243,144 8,543 3.64

10 224,481 237,099 12,618 5.62

25 257,087 266,321 9,234 3.59

23 254,525 263,459 8,934 3.51

2 286,550 299,229 12,679 4.42

対事業所サービス業

　　対個人サービス業

　　　職別工事業

　　　設備工事業

　卸・小売業　計

　　　卸売業

　　　小売業

　サービス業　計

　機械器具

　情報通信業

　建設業　計

　　　総合工事業

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　窯業・土石

　化学工業

　運輸業

規
模
別

全国

滋賀県

令和5年度（減給含む）
区分



 

 

３．賃金改定の内容 

 賃金改定の内容について、滋賀県では「定期昇給」が 45.7％と最も高く、次いで、「基本給の引

上げ（定期昇給制度のない事業所）」（37.8％）、「ベースアップ」（28.7％）の順となった。 

全国平均では「定期昇給」が 52.6％と最も高く、次いで、「基本給の引上げ（定期昇給制度のな

い事業所）」（35.2％）、「ベースアップ」（25.6％）の順となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．賃金改定の決定要素 

 賃金改定の決定要素について、滋賀県では「企業の業績」が 55.9％と最も高く、次いで、「労働

力の確保・定着」（53.8％）、「物価の動向」（46.7％）の順となった。 

全国平均では「労働力の確保・定着」が 59.5％と最も高く、次いで、「企業の業績」（49.4％）、

「物価の動向」（45.0％）の順となった。 
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